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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の記録素子を配列した記録素子列を用いて記録媒体に記録を行うための記録データ
を生成する画像処理装置であって、
　前記記録素子列の複数の記録素子を分割して得られる複数の記録素子群であって、記録
媒体の互いに異なる単位領域を記録するために用いられる複数の記録素子群にそれぞれ対
応した複数の処理単位のそれぞれについて、当該記録素子群の記録素子に対応した画素の
画像データを当該記録素子群の記録素子の記録特性に応じて補正する補正手段と、
　前記単位領域に対応する記録素子群の記録素子の記録特性に基づいて、前記単位領域間
の粒状度の差に関する情報を取得する取得手段と、
　前記補正手段によって補正された画像データを、量子化マスクを用いて量子化する手段
であって、前記単位領域に対応する記録素子群のための画像データを量子化するための量
子化マスクを、前記取得手段によって取得された前記情報に基づいて、空間周波数特性が
異なる少なくとも２つの量子化マスクの中から選択して量子化を行う量子化手段と、
を具えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記記録素子群に対応する、処理単位ごとの記録素子群の記録特性に基づいて、前記単
位領域のそれぞれに記録される記録画像の粒状度を計算する粒状度算出手段をさらに具え
、
　前記取得手段は、前記粒状度算出手段によって算出された粒状度に基づいて前記情報を
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取得し、前記記録画像は、前記補正手段によって前記処理単位のそれぞれについて補正さ
れた画像データに基づいて記録されることを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記粒状度算出手段は、前記記録素子群の記録特性と前記量子化マスクの組み合わせご
との粒状度を予め定めておき、前記記録素子群の記録特性と前記量子化マスクをそれぞれ
指定することにより粒状度を算出することを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記粒状度算出手段は、前記補正手段によって補正された画像データに基づき、前記記
録素子列を用いて記録を行い、前記記録された画像を測定手段によって測定し、前記測定
の結果から前記処理単位ごとの粒状度を算出することを特徴とする請求項２または３に記
載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記取得手段は、複数の前記単位領域のうち所定の間隔にある単位領域間の粒状度の差
に関する前記情報を取得することを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の
画像処理装置。
【請求項６】
　前記量子化手段は、前記粒状度の差に関する前記情報と所定の閾値との比較結果に従っ
て量子化マスクを選択することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の画
像処理装置。
【請求項７】
　前記所定の閾値は、前記記録素子群の記録特性および前記量子化マスクそれぞれに応じ
て形成されるドット配置パターンの両方またはいずれか一方に基づいて生成されることを
特徴とする請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記量子化マスクは、ディザマスクであることを特徴とする請求項１ないし７のいずれ
か１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記補正手段は、前記単位領域間で、それぞれに記録される画像の濃度の差が低減され
るように画像データを補正することを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載
の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記記録素子群の記録素子の記録特性は、前記記録素子によって吐出されるインクの量
であることを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　複数の記録素子を配列した記録素子列を用い、記録データに基づいて記録を行う記録装
置であって、
　前記記録素子列を備えた記録ヘッドと、
　前記記録素子列の複数の記録素子を分割して得られる複数の記録素子群であって、記録
媒体の互いに異なる単位領域を記録するために用いられる複数の記録素子群にそれぞれ対
応した複数の処理単位のそれぞれについて、当該記録素子群の記録素子に対応した画素の
画像データを当該記録素子群の記録素子の記録特性に応じて補正する補正手段と、
　前記単位領域に対応する記録素子群の記録素子の記録特性に基づいて、前記単位領域間
の粒状度の差に関する情報を取得する取得手段と、
　前記補正手段によって補正された画像データを、量子化マスクを用いて量子化する手段
であって、前記単位領域に対応する記録素子群のための画像データを量子化するための量
子化マスクを、前記取得手段によって取得された前記情報に基づいて、空間周波数特性が
異なる少なくとも２つの量子化マスクの中から選択して量子化を行う量子化手段と、
を具えたことを特徴とする記録装置。
【請求項１２】
　前記記録素子群に対応する、処理単位ごとの記録素子群の記録特性に基づいて、前記単
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位領域のそれぞれに記録される記録画像の粒状度を計算する粒状度算出手段をさらに具え
、
　前記取得手段は、前記粒状度算出手段によって算出された粒状度に基づいて前記情報を
取得し、前記記録画像は、前記補正手段によって前記処理単位のそれぞれについて補正さ
れた画像データに基づいて記録されることを特徴とする請求項１１に記載の記録装置。
【請求項１３】
　前記粒状度算出手段は、前記補正手段によって補正された画像データに基づき、前記記
録素子列を用いて記録を行い、前記記録された画像を測定手段によって測定し、前記測定
の結果から前記処理単位ごとの粒状度を算出することを特徴とする請求項１２に記載の記
録装置。
【請求項１４】
　記録画像を測定する前記測定手段をさらに具えたことを特徴とする請求項１３に記載の
記録装置。
【請求項１５】
　複数の記録素子の配列方向と交差する方向に記録媒体を搬送する搬送手段をさらに具え
、記録媒体が搬送される間に前記記録ヘッドによって記録を行うことを特徴とする請求項
１１ないし１４のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１６】
　前記量子化マスクは、ディザマスクであることを特徴とする請求項１１ないし１５のい
ずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１７】
　前記補正手段は、前記単位領域間で、それぞれに記録される画像の濃度の差が低減され
るように画像データを補正することを特徴とする請求項１１ないし１６のいずれか１項に
記載の記録装置。
【請求項１８】
　前記記録素子群の記録素子の記録特性は、前記記録素子によって吐出されるインクの量
であることを特徴とする請求項１１ないし１７のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１９】
　複数の記録素子を配列した記録素子列を用いて記録を行うための記録データを生成する
ための画像処理方法であって、
　前記記録素子列の複数の記録素子を分割して得られる複数の記録素子群であって、記録
媒体の互いに異なる単位領域を記録するために用いられる複数の記録素子群にそれぞれ対
応した複数の処理単位のそれぞれについて、当該記録素子群の記録素子に対応した画素の
画像データを当該記録素子群の記録素子の記録特性に応じて補正する補正工程と、
　前記単位領域に対応する記録素子群の記録素子の記録特性に基づいて、前記単位領域間
の粒状度の差に関する情報を取得する取得工程と、
　前記補正工程で補正された画像データを、量子化マスクを用いて量子化する工程であっ
て、前記単位領域に対応する記録素子群のための画像データを量子化するための量子化マ
スクを、前記取得工程で取得された前記情報に基づいて、空間周波数特性が異なる少なく
とも２つの量子化マスクの中から選択して量子化を行う量子化工程と、
を有したことを特徴とする画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、記録装置および画像処理方法に関し、詳しくは、ヘッドシェ
ーディングなど、記録素子間の記録特性のばらつきに起因した濃度むらを抑制するための
補正処理が施された画像データに対する、ディザ法などによる量子化処理に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
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　この種の濃度むらを抑制する補正処理の一例として、特許文献１に記載されるようなヘ
ッドシェーディング（ＨＳ）技術が知られている。このＨＳ技術は、記録素子としての、
ノズル個々のインク吐出特性（記録特性）に関する情報に応じて補正を行う処理である。
例えば、画像データに対して、あるノズルの吐出量が標準より多いという情報である場合
には、そのノズルに対応した上記画像データが示す階調値を小さくする補正を行う。逆に
、あるノズルの吐出量が標準より少ない場合には、そのノズルに対応した画像データが示
す階調値を大きくする補正を行う。これにより、最終的に記録されるインクドットの数を
増、減させ、画像データに対して記録画像において実現される濃度をノズル間でほぼ均一
にすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１３６７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記ＨＳ技術などの補正処理を行うと、その補正された画像データが量
子化されて最終的に記録されるドットの数が吐出量などの記録特性の大小に応じて異なる
ため、ドットの配置パターン、すなわち空間周波数が、記録素子間で異なることがある。
その結果、記録素子ごとの濃度むらは低減できても、新たに記録素子間の空間周波数の違
いによるむらを生じることがある。
【０００５】
　例えば、記録素子としてのノズルＡのインク吐出量は標準であり、それに隣接するノズ
ルＢの吐出量は標準よりも多い場合、ノズルＢが記録する位置にはノズルＡによるドット
よりも大きなドットが形成される。そして、このような記録ヘッドに対し、ＨＳ処理によ
る補正を行うと、その補正したデータを量子化して得られる記録データに基づく記録では
、ノズルＢの記録位置には、ノズルＡが記録するドットの数よりも少ない数のドットが記
録される。この結果、ノズルＡがドットを記録する一定の面積の領域とノズルＢがドット
を記録する同じ面積の領域との間でドット数が異なり、同じ量子化処理を行っても、それ
らのドット配置パターンが異なる。そして、このようなドット配置パターンの相違がドッ
トの空間周波数の差となり、その差が周波数むらとして視認されることになる。すなわち
、ＨＳ処理によって、ノズルごとの濃度むらは解決できても、記録されるドットの空間周
波数がノズルごとに異なってしまい、その結果として周波数むらという新たな問題を派生
する。
【０００６】
　本発明は、この問題を解決し、複数の記録素子を用いて画像を記録する際に、記録素子
間の記録特性のばらつきを補正することに起因した周波数むらを低減することが可能な画
像処理装置、記録装置および画像処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そのために本発明では、複数の記録素子を配列した記録素子列を用いて記録媒体に記録
を行うための記録データを生成する画像処理装置であって、前記記録素子列の複数の記録
素子を分割して得られる複数の記録素子群であって、記録媒体の互いに異なる単位領域を
記録するために用いられる複数の記録素子群にそれぞれ対応した複数の処理単位のそれぞ
れについて、当該記録素子群の記録素子に対応した画素の画像データを当該記録素子群の
記録素子の記録特性に応じて補正する補正手段と、前記単位領域に対応する記録素子群の
記録素子の記録特性に基づいて、前記単位領域間の粒状度の差に関する情報を取得する取
得手段と、前記補正手段によって補正された画像データを、量子化マスクを用いて量子化
する手段であって、前記単位領域に対応する記録素子群のための画像データを量子化する
ための量子化マスクを、前記取得手段によって取得された前記情報に基づいて、空間周波
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数特性が異なる少なくとも２つの量子化マスクの中から選択して量子化を行う量子化手段
と、を具えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　以上の構成によれば、処理単位ごとに記録素子群で記録した単位領域の記録画像におい
て求められる粒状度の、単位領域の間の差がより小さくなる量子化マスクが、空間周波数
特性が異なる量子化マスクの中から選択されて量子化が行われる。これにより、複数の記
録素子を用いて画像を記録する際に、記録素子間の記録特性のばらつきを補正することに
起因した周波数むらを低減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係るインクジェットプリンタを模式的に示す図である。
【図２】本発明に使用可能な一実施形態の記録ヘッドの構成を説明する図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る記録システムを示すブロック図である。
【図４】（ａ）および（ｂ）は、吐出量が等しい記録ヘッドのドット配置パターンを説明
する図である。
【図５】（ａ）および（ｂ）は、吐出量が異なる記録ヘッドのドット配置パターンを説明
する図である。
【図６】（ａ）および（ｂ）は、図５の記録ヘッドにＨＳ処理を行ったドット配置パター
ンを説明する図である。
【図７】本発明の実施形態に係るインクジェットプリンタが実行する画像処理の構成を示
す図である。
【図８】（ａ）および（ｂ）は、本発明の実施形態に係るＨＳ処理のパラメータ生成処理
およびＨＳ処理をそれぞれ示すフローチャートである。
【図９】（ａ）および（ｂ）は、記録ヘッド内のノズル群と、その記録するエリアを説明
する図である。
【図１０】各ノズル群における標準的な吐出量からの濃度差をエリアごとに示す図である
。
【図１１】各ノズル群における濃度差から算出した吐出量レベル値をエリアごとに示す図
である。
【図１２】（ａ）～（ｄ）は、空間周波数の異なる２種類のディザマスクで、吐出量レベ
ル値の異なるドット数を量子化したドット配置パターンを説明する図である。
【図１３】（ａ）および（ｂ）は、図１２のドット配置パターンの空間周波数分散を説明
するための図である。
【図１４】各ノズル群における吐出量レベル値から算出した粒状度差をエリアごとに示す
図である。
【図１５】本発明の第１の実施形態に係る周波数むら低減に係るディザマスク選択処理を
示すフローチャートである。
【図１６】空間周波数の異なる４種類のディザマスクで、吐出量最大の粒状度をシミュレ
ートした値を示す図である。
【図１７】空間周波数の異なる４種類のディザマスクで、吐出量最大の粒状度差をシミュ
レートした値を示す図である。
【図１８】空間周波数の異なる４種類のディザマスクで、吐出量最小の粒状度をシミュレ
ートした値を示す図である。
【図１９】空間周波数の異なる４種類のディザマスクで、吐出量最小の粒状度差をシミュ
レートした値を示す図である。
【図２０】本発明の第２の実施形態に係る周波数むら低減に係るディザマスク選択処理を
示すフローチャートである。
【図２１】本発明の第３の実施形態に係る粒状度差の判定閾値の指定を説明する図である
。



(6) JP 6016588 B2 2016.10.26

10

20

30

40

50

【図２２】本発明に使用可能な一実施形態の記録ヘッドの構成を説明する図である。
【図２３】図２２の記録ヘッドの拡大図と吐出量レベル値を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施形態に係るインクジェット記録装置であるプリンタを模式的に
示す図である。本実施形態のプリンタはフルラインタイプの記録装置であり、図１に示す
ように、記録ヘッド１０１～１０４を備える。記録ヘッド１０１～１０４の夫々には、図
２にて後述されるように、記録媒体１０６の幅に対応した同じ種類のインクを吐出する複
数の、記録素子としてのノズルを図のｘ方向に配列したノズル列（記録素子列）が設けら
れている。記録ヘッド１０１～１０４は、それぞれブラック（Ｋ）、シアン（Ｃ）、マゼ
ンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）のインクを吐出する記録ヘッドである。これら複数種類のイ
ンクを吐出する記録ヘッド１０１～１０４は、記録媒体の搬送方向である図のｙ方向に沿
って配列している。
【００１２】
　図２は、記録ヘッド１０１～１０４それぞれのノズル配列の詳細を示す図である。図２
に示すように、それぞれの記録ヘッド（１０１）には、複数の吐出基板１０１１～１０１
３が、図１に示すｘ方向に沿って配列されている。そして、個々の吐出基板にノズルおよ
び吐出のための熱エネルギーを発生するヒータ、インク流路などが設けられている。それ
ぞれの記録ヘッド（１０１）において、１つの吐出基板は、６００ｄｐｉで図中ｘ方向に
配列する複数のノズルからなるノズル列を、相互に２４００ｄｐｉ相当の距離だけずれて
４列配列している（不図示）。これにより、各記録ヘッドは、全体として２４００ｄｐｉ
の密度でｘ方向に配列する複数のノズルからなるノズル列を構成している。すなわち、図
２は、図示の簡略化のため、上記４列のノズル列をつなぎ合わせたノズル配列を、２４０
０ｄｐｉの密度で配列する１列のノズル列（１０１１１～１０１１４、１０１２１～１０
１２４、１０１３１～１０１３４）として示している。また、図２は、１つの基板あたり
のノズル数を、図示および説明の簡略化のため４つとして示している。
【００１３】
　図１を再び参照すると、記録媒体１０６は、搬送ローラ１０５（および他の不図示のロ
ーラ）がモータ（不図示）の駆動力によって回転することにより、図中ｘ方向と交差する
ｙ方向に搬送される。記録媒体１０６が搬送される間に、記録ヘッド１０１～１０４それ
ぞれの複数のノズルからは、記録媒体１０６の搬送速度に対応した周波数で、記録データ
に従った吐出動作が行われる。これにより、各色のドットが記録データに対応して所定の
解像度で形成され、記録媒体１０６上に画像が記録される。
【００１４】
　ｙ方向における記録ヘッド１０１～１０４よりも搬送方向下流側の位置には、スキャナ
１０７が備えられている。このスキャナ１０７は、ｘ方向に所定のピッチで読み取り素子
を配列し、図８（ａ）にて後述されるＨＳ処理の補正パラメータを生成する際に記録媒体
に記録したパッチの濃度を読み取るなど、画像読み取りに用いられる。そして、読み取り
結果としてＲＧＢデータを出力する。
【００１５】
　なお、本発明を適用可能な記録装置は、以上説明したフルラインタイプの装置に限られ
ない。例えば、記録ヘッドやスキャナを記録媒体の搬送方向と交差する方向に走査して記
録を行う、いわゆるシリアルタイプの記録装置にも本発明を適用することができる。また
、本実施形態はインク色毎に記録ヘッドを備える例を用いているが、１つの記録ヘッドか
ら複数色のインクを吐出する形態であってもよい。さらに、１つの吐出基板上に複数色の
インクに対応したノズル列を配列した形態であってもよい。
【００１６】
　図３は、図１に示したプリンタとホスト装置としてのパーソナルコンピュータ（ＰＣ）
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３００を有して構成される記録システムを示すブロック図である。
【００１７】
　ホストＰＣ３００は、主に以下の要素を有して構成される。ＣＰＵ３０１は、記憶部で
あるＨＤＤ３０３やＲＡＭ３０２に保持されているプログラムに従った処理を実行する。
ＲＡＭ３０２は、揮発性の記憶部であり、プログラムやデータを一時的に保持する。ＨＤ
Ｄ３０３は、不揮発性の記憶部であり、同じくプログラムやデータを保持する。データ転
送Ｉ／Ｆ（インターフェース）３０４はプリンタ１００との間におけるデータの送受信を
制御する。このデータ送受信の接続方式としては、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、ＬＡＮ等
を用いることができる。キーボード・マウスＩ／Ｆ３０５は、キーボードやマウス等のＨ
ＩＤ（Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）を制御するＩ／Ｆであり、ユー
ザは、このＩ／Ｆを介して入力を行うことができる。ディスプレイＩ／Ｆ３０６は、ディ
スプレイ（不図示）における表示を制御する。
【００１８】
　一方、プリンタ１００は、主に以下の要素を有して構成される。ＣＰＵ３１１は、ＲＯ
Ｍ３１３やＲＡＭ３１２に保持されているプログラムに従い、後述するＨＳ処理に関する
実施形態の処理を実行する。ＲＡＭ３１２は、揮発性の記憶部であり、プログラムやデー
タを一時的に保持する。ＲＯＭ３１３は不揮発性の記憶部であり、後述するＨＳ処理で使
用するテーブルデータやプログラムを保持することができる。
【００１９】
　データ転送Ｉ／Ｆ３１４はＰＣ３００との間におけるデータの送受信を制御する。ヘッ
ドコントローラ３１５は、図１に示したそれぞれの記録ヘッド１０１～１０４に対して記
録データを供給するとともに、記録ヘッドの吐出動作を制御する。具体的には、ヘッドコ
ントローラ３１５は、ＲＡＭ３１２の所定のアドレスから制御パラメータと記録データを
読み込む。そして、ＣＰＵ３１１が、制御パラメータと記録データをＲＡＭ３１２の所定
のアドレスに書き込むことにより、ヘッドコントローラ３１５によって処理が起動され、
記録ヘッドからのインク吐出が行われる。スキャナコントローラ３１７は、図１に示した
スキャナ１０７の個々の読み取り素子を制御しつつ、これらから得られたＲＧＢデータを
ＣＰＵ３１１に出力する。
【００２０】
　画像処理アクセラレータ３１６は、ＣＰＵ３１１よりも高速に画像処理を実行可能なハ
ードウェアである。具体的には、画像処理アクセラレータ３１６は、ＲＡＭ３１２の所定
のアドレスから画像処理に必要なパラメータとデータを読み込む。そして、ＣＰＵ３１１
が上記パラメータとデータをＲＡＭ３１２の上記所定のアドレスに書き込むことにより、
画像処理アクセラレータ３１６が起動され、上記データに対し所定の画像処理が行われる
。本実施形態では、後述されるＨＳ処理部で用いる補正テーブルのパラメータを作成する
処理をＣＰＵ３１１によるソフトウェアで行う。一方、ＨＳ処理部の処理を含む、記録の
際の画像処理については、画像処理アクセラレータ３１６によるハードウェア処理で行う
。なお、画像処理アクセラレータ３１６は必須な要素ではく、プリンタの仕様などに応じ
て、ＣＰＵ３１１による処理のみで上記のテーブルパラメータの作成処理および画像処理
を実行してもよいことはもちろんである。
【００２１】
　以上説明した記録システムにおいて、複数のノズル間の吐出特性のばらつきに起因した
濃度むらを補正するＨＳ処理によって生じる空間周波数むらを低減するための実施形態を
以下に説明する。
【００２２】
　図４（ａ）および（ｂ）は、ＨＳ処理の処理単位であるノズル群（記録素子群）の４つ
のノズルの吐出量が同じ記録ヘッドと、そこから吐出されたインクによって形成されるド
ットの配置パターンを説明する図である。図４（ａ）は、ブラックインクを吐出する記録
ヘッド１０１におけるノズル配列を示している。同図は、説明および図示の簡略化のため
、図２にて上述した記録ヘッドにおけるノズル列のうち、８つのノズルのみが示されてい
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る。それぞれ４つのノズル（１０１１１～１０１１４、１０１２１～１０１２４）からな
るそれぞれのノズル群１０１１、１０１２は後述されるＨＳ処理の処理単位に対応し、そ
の配列密度は６００ｄｐｉである。また、ノズル群１０１１、１０１２は、それぞれ相互
に異なる吐出基板１０１１、１０１２におけるノズル群として示されている（図４（ａ）
では、この点で、同じ参照符号を用いている）。以上の図４（ａ）に示す例は、各ノズル
群の４つのノズルが同じ、標準的な吐出量で、かつノズル群間でも吐出量が同じ例を示し
ている。
【００２３】
　なお、以下の説明は、ノズル群の吐出基板が異なるか否かに係わらず妥当するものであ
ることはそれらの説明から明らかである。すなわち、吐出基板が異なる場合、製造精度な
どの点から基板ごとに吐出特性（吐出量）が異なる場合があり得る。しかし、基板が同じ
であってもそれに設けられる複数のノズル間で、製造上の誤差や使用履歴などによって吐
出特性が異なることがあり、このような場合にも本発明が適用できることはもちろんであ
る。
【００２４】
　図４（ｂ）は、図４（ａ）に示す記録ヘッドを用いて、記録媒体１０６に記録された５
０％デューティのベタ画像におけるドット配置を示す図である。なお、図４（ａ）および
（ｂ）は、個々のノズルの大きさとそれぞれのノズルによって記録されるドットの大きさ
を、等しい大きさで示しているが、これは説明上両者を対比するためであって、実際の記
録ヘッドないし装置においてこれらの大きさが等しいわけではないことはもちろんである
。また、各ノズルからの吐出量はノズル径以外の原因によっても異なり得るものであるた
め、必ずしもノズル径が異なるとは限らないが、本図では、吐出量が大きいノズルを大き
な円で示して説明する。
【００２５】
　記録ヘッド１０１の８つのノズル１０１１１～１０１１４、１０１２１～１０１２４は
、総て標準的な量のインクを標準的な方向に吐出可能であり、記録媒体１０６には同じ大
きさのドットが一定の間隔で記録される。その結果、記録媒体１０６における、同じ所定
の面積を有した領域１０６１および領域１０６２にそれぞれ記録されるドットの配置パタ
ーンは等しく、それぞれの領域間の空間周波数は等しいものとなる。つまり、ＨＳ処理単
位に対応した、隣接するノズル群１０１１、１０１２で記録される領域１０６１と領域１
０６２との間で空間周波数の差はなく、よって周波数むらは生じない。すなわち、この場
合、ＨＳ処理単位のノズル群１０１１、１０１２それぞれの吐出量が標準的な量であるこ
とから、図８（ａ）にて後述される処理で生成されるＨＳパラメータは、補正量がゼロ（
画像データの補正をしない）となるものである。その結果、５０％デューティのベタ画像
の画像データに対してＨＳ処理を行っても、図４（ｂ）に示すパターンと同じドット配置
パターンが記録されることになる。
【００２６】
　一方、図５（ａ）および（ｂ）は、ノズル群１０１１とノズル群１０１２との間で、吐
出量が異なる記録ヘッドと、そこから吐出されたインクによって記録されるドットの配置
パターンを表す図であり、図４（ａ）および（ｂ）と同様の図である。図５（ｂ）に示す
ドット配置パターンも５０％デューティのベタ画像の記録状態を示している。
【００２７】
　ここで、図５（ａ）に示す記録ヘッドは、ノズル群１０１１の４つのノズル１０１１１
～１０１１４は標準の吐出量で、ノズル群１０１２の４つのノズル１０１２１～１０１２
４は標準よりも多い吐出量であるとする。このような記録ヘッドを用いる場合、上記ノズ
ル群に対応した領域ごとに異なる濃度として視認されることがある。図に示す例では、ノ
ズル群１０１１の４つのノズルを用いて記録される領域１０６１では、濃度が標準なベタ
画像が記録される。一方、ノズル群１０１２の４つノズルを用いて記録される領域１０６
２では、吐出量が多いことによって形成される個々のドットが標準の場合より大きくなり
、領域１０６１に比べて濃度が高いベタ画像が記録される。つまり、領域１０６１と領域
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１０６２との間で、視認される濃度が異なることがある。なお、図５（ｂ）に示す例は、
各ノズル群の４つのノズル間で吐出量が同じ例を示しているが、４つのノズル間で吐出量
が異なり、その結果、形成されるドットの大きさが異なることもあることはもちろんであ
る。図５（ｂ）に示す例は、説明を簡略化するための例示である。また、ＨＳ処理では、
後述されるように、処理単位である各ノズル群の吐出特性（上例では吐出量）は４つのノ
ズルの特性の平均で表されることから、各ノズル群について１つの吐出量として扱っても
支障はない。
【００２８】
　図５（ａ）および（ｂ）で上述したような吐出特性を有する記録ヘッドを用いる場合、
図８（ａ）で後述する処理で生成されるＨＳパラメータは、補正量がゼロでない（画像デ
ータの補正をする）ものである。そして、その結果として、ＨＳ処理では、補正量がゼロ
でない、画像データの補正が行われる。
【００２９】
　図６（ａ）および（ｂ）は、このようにＨＳ処理によって画像データの補正が行われた
画像データに対して、ディザマスクの従来の適用を行って量子化したデータに基づく記録
を説明する図である。
【００３０】
　図６（ａ）は、図５（ａ）と同じ内容を示しており、ＨＳ処理単位に対応するノズル群
ごとに吐出特性（記録特性）が異なる記録ヘッドであることを示している。この記録ヘッ
ドを用いる場合、ＨＳ処理では、ノズル群１０１２に対応する処理単位の画像データに対
して、その画素値（階調値）を小さくする補正が行われる。より詳細には、処理単位の画
像データにおける４つのノズルに対応するそれぞれの画素の階調値を小さくする補正が行
われる。
【００３１】
　そして、このＨＳの補正が行われた画像データに対して、ディザマスクの従来の適用を
行って量子化したデータに基づく記録を行うと、図６（ｂ）に示すドットの配置が得られ
る。すなわち、ノズル群１０１２に対応する領域１０６２に記録されるドットの数が、ノ
ズル群１０１１に対応する領域１０６１に記録されるドットの数よりも少なくなる記録が
行われる。なお、図６（ｂ）は、図５（ｂ）に示す例と同じく、５０％デューティのベタ
画像の画像データを記録する例を示している。
【００３２】
　ここで、図において右側のノズル群１０１２のノズル１０１２１～１０１２４から吐出
されるインクで形成されるそれぞれのドットの面積が、左側のノズル群１０１１のノズル
１０１１１～１０１１４から吐出されるインクで形成されるそれぞれのドットの面積の２
倍であるとする。この場合、ＨＳ処理によって、ノズル群１０１２のノズル１０１２１～
１０１２４それぞれで所定領域１０６２に記録するドットの数を、ノズル群１０１１のノ
ズル１０１１１～１０１１４それぞれで領域１０６１に記録するドットの数の約１／２（
２ドット→１ドット）とする。この結果、記録媒体に対するドットの被覆面積を、領域間
でほぼ同等にすることができる。このように、ＨＳ処理では、記録媒体上の領域ごとに検
出される濃度がほぼ一様になるように、各領域に記録されるドット数を調整する。なお、
実際には、被覆面積と検出される濃度は必ずしも比例関係になっていないが、本実施形態
では、２倍の面積のドットの数を１／２とする例を用いて説明する。
【００３３】
　図６（ｂ）に示すように、ＨＳ処理で画像データが補正されない記録データに基づく領
域１０６１では標準の大きさのドットが１つおきに規則正しく配置されている。図に示す
例では、領域１０６１の単位面積（最大ドット数４×４＝１６）あたり８個のドットが配
置されている。これに対し、ＨＳ処理で画像データの画素値が小さくされた記録データに
基づく領域１０６２では標準より大きいドットが領域１０６１とは異なる（領域１０６１
より疎となる）位置に配置されることになる。図に示す例では、単位面積あたり４個のド
ットが配置されている。このようにドットの配置パターンが異なることによって、領域ご
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とにドット配置の空間周波数が異なる。そして領域間での空間周波数の差が、周波数むら
となって視認されることがある。図６（ｂ）に示す例では、領域１０６１のドット配置パ
ターンはドットが密に並んでいるのでより高周波、領域１０６２のドット配置パターンは
ドットが疎に並んでいるのでより低周波となる。また、ドットが単位面積の半分以上を占
めるようになると、ドットが配置されない部分が疎になるため、その空間周波数は低周波
になる。つまり、ドットが全く記録されない領域と、ドットで埋め尽くされた領域の空間
周波数は等しくなる。そして、このドット配置パターンの空間周波数から、ドットの粒状
性を算出することができる。その算出方法は、例えば、既知のＲＭＳ粒状度やウィナース
ペクトルなどを用いることができる。
【００３４】
　以上説明したように、ＨＳ処理では、領域１０６１に記録されるドットの面積の和＝領
域１０６２に記録されるドットの面積の和となるように、記録されるドットの数が調整さ
れる。これにより、領域１０６１の光吸収特性によって観察される濃度が、領域１０６２
の光吸収特性によって観察される濃度を等しくし、両方の領域はほぼ同色で同じ濃度とし
て視認される。
【００３５】
　しかしながら、上述したように、領域１０６１と領域１０６２とでは、ドット配置パタ
ーンが異なることによって空間周波数が異なり、それが周波数むらとして視認され記録画
像の画質の低下を招くことがある。
【００３６】
　なお、このような吐出特性のばらつきは、例えば大、中、小の３段階のドットによって
記録を行う４値の記録装置など、ドットの大きさを変更できる多値の記録装置においても
生じることがある。従って、２値の記録装置に限らず３値以上の多値記録装置にも本発明
を適用することができる。
【００３７】
　以下で説明する本発明のそれぞれの実施形態は、量子化処理によって、以上のような空
間周波数の差を低減するものである。
【００３８】
　（第１実施形態）
　図７は、本発明の第１実施形態にかかる、インクジェットプリンタが実行する画像処理
の構成を示すブロック図である。すなわち、本実施形態は、図３に示したプリンタ１００
の制御、処理のための各要素によって画像処理部を構成するものである。なお、本発明の
適用はこの形態に限られないことはもちろんである。例えば、図３に示したＰＣ３００に
おいて画像処理部が構成されてもよく、あるいは画像処理部の一部がＰＣ３００において
構成され、その他の部分がプリンタ１００において構成されてもよい。本明細書では、こ
れらの画像処理部を画像処理装置と称する。
【００３９】
　図７に示すように、入力部４０１はホストＰＣ３００から受信した画像データを、画像
処理部４０２へ出力する。画像処理部４０２は、入力色変換処理部４０３、インク色変換
処理部４０４、ＨＳ処理部４０５、ＴＲＣ処理部４０６、量子化処理部４０７を有して構
成される。
【００４０】
　画像処理部４０２において、先ず、入力色変換処理部４０３は、入力部４０１から受信
した入力画像データを、プリンタの色再現域に対応した画像データに変換する。入力する
画像データは、本実施形態では、モニタの表現色であるｓＲＧＢ等の色空間座標中の色座
標（Ｒ，Ｇ，Ｂ）を示すデータである。入力色変換処理部４０３は、各８ビットのＲ，Ｇ
，Ｂの入力画像データを、マトリクス演算処理や三次元ＬＵＴを用いた処理等、既知の手
法によって、プリンタの色再現域の画像データ（Ｒ´，Ｇ´，Ｂ´）に変換する。本実施
形態では、三次元ルックアップテーブル（３ＤＬＵＴ）を用い、これに補間演算を併用し
て変換処理を行う。なお、本実施形態において、画像処理部４０２において扱われる８ビ
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ットの画像データの解像度は２４００ｄｐｉであり、量子化処理部４０７の量子化によっ
て得られる２値データの解像度も２４００ｄｐｉである。
【００４１】
　インク色変換処理部４０４は、入力色変換処理部４０３によって処理されたＲ、Ｇ、Ｂ
各８ビットの画像データをプリンタで用いるインクの色信号データによる画像データに変
換する。本実施形態のプリンタ１００はブラック（Ｋ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）
、イエロー（Ｙ）のインクを用いることから、ＲＧＢ信号の画像データは、Ｋ、Ｃ、Ｍ、
Ｙの各８ビットの色信号からなる画像データに変換される。この色変換も、上述の入力色
変換処理部と同様、三次元ルックアップテーブルに補間演算を併用して行う。なお、他の
変換手法として、上述と同様、マトリクス演算処理等の手法を用いることもできる。
【００４２】
　ＨＳ（Ｈｅａｄ　Ｓｈａｄｉｎｇ）処理部４０５は、インク色信号の画像データを入力
して、インク色ごとにそれぞれ８ビットデータに対して、上述したように、記録ヘッドを
構成する各ノズルの吐出特性に応じた補正をする処理を行う。
【００４３】
　ＴＲＣ（Ｔｏｎｅ　Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｃｕｒｖｅ）処理部４０６は、ＨＳ処
理された各８ビットのインク色信号からなる画像データに対して、インク色毎に、出力部
４０８で記録されるドットの数を調整するための補正を行う。一般に、記録媒体に記録さ
れるドットの数と、その数のドットによって記録媒体で実現される光学濃度は線形関係に
ない。このため、ＴＲＣ処理部４０７は、この関係を線形にすべく各８ビットの画像デー
タを補正して記録媒体に記録されるドットの数を調整する。
【００４４】
　量子化処理部４０７は、ＴＲＣ処理部４０７で処理された各８ビット２５６値のインク
色の画像データに対して量子化処理を行い、記録「１」または非記録「０」を表す１ビッ
トの２値データを生成する。なお、例えば、８ビットの画像データを、直接２値データ（
ドットデータ）に変換する形態に限られず、一度数ビットの多値データに量子化してから
、ドット配列パターンを用いて最終的に２値データに変換する形態であってもよい。また
、量子化処理の方法も、本実施形態のようにディザ法を用いてもよいし、誤差拡散法など
の他の疑似中間調による処理化方法を用いてもよい。
【００４５】
　この量子化処理部４０７は、図１２以降で後述されるように、上記ＨＳ処理で補正する
ノズルの吐出特性のばらつき（違い）に応じて、その量子化処理の態様を切り替える。
【００４６】
　出力部４０８は、量子化によって得られた２値データ（ドットデータ）に基づいて、記
録ヘッドを駆動し記録媒体に各色のインクを吐出して記録を行う。本実施形態において、
出力部４０８は、図１に示した記録ヘッド１０１～１０４を備えた記録機構によって構成
される。
【００４７】
　上述したＨＳ処理部４０５で用いる補正パラメータの生成処理について次に説明する。
ＨＳ処理は、記録媒体上の、ＨＳ処理単位に対応したノズル群で記録する単位領域ごとに
測定される濃度に応じて生成される補正パラメータによって、その処理単位の画像データ
を補正する処理である。
【００４８】
　図８（ａ）は、本実施形態のＨＳ処理部４０５で用いる変換テーブルの補正パラメータ
を生成するための、ＣＰＵ３１１が実行する処理を示すフローチャートである。本実施形
態では、このパラメータ生成処理を、プリンタの製造時やプリンタを所定期間使用したと
き、あるいは所定量の記録を行ったときに、強制的あるいは選択的に実行する。また、例
えば、記録を行うたびに、その動作前に実行するようにしてもよい。すなわち、この生成
処理はいわゆるキャリブレーションとして行うことができ、これにより、変換テーブルの
内容であるテーブルパラメータを更新することができる。
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【００４９】
　ＨＳ処理部のテーブルパラメータ生成処理が開始されると、先ず、ステップＳ５０２で
、図１に示した各記録ヘッドの総てのノズルからインクを吐出して記録媒体に測定用画像
（パッチ）を記録する。この場合、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋそれぞれについて、信号値が０または
２５５の測定用画像を用いる。例えば、シアンインクの濃度を測定するための測定用画像
は、（Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ）＝（２５５，０，０，０）とし、マゼンタインクの濃度を測定す
るための測定用画像は、（Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ）＝（０，２５５，０，０）とすることができ
る。
【００５０】
　以下、図７に示した各部に対応付けて、測定用画像の記録を説明する。測定用画像を記
録する際、入力部４０１は、所定のメモリから測定用画像データを読み出す。この測定用
画像データは、上述した、インク色Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋのデータである。そして、この測定用
画像データは、入力色変換処理部４０３、インク色変換処理部４０４、ＨＳ処理部４０５
の処理を経ずに、ＴＲＣ処理部４０６に入力する（以下、デバイス色画像データＤ［Ｘ］
という）。このような経路は、図７においてバイパス経路として破線４０９で示されてい
る。バイパス経路による処理は、例えば入力値＝出力値となるようなテーブルを用意し、
デバイス色画像データＤ［Ｘ］はＴＲＣ処理部４０６に入力されるが、Ｘによらず入力値
のまま出力されるような処理が行われてもよい。
【００５１】
　その後、ＴＲＣ処理部４０６、および後述する本実施形態のディザマスク切り替えをし
ない、通常の処理の量子化処理部４０７によって、通常の記録時の画像データに対する処
理と同様の処理を行い、出力部４０８で記録媒体１０６に測定用画像を記録する。
【００５２】
　ここで、Ｘは、ＨＳ処理の処理単位を特定する値であり、処理単位のｘ方向における位
置を示している。すなわち、Ｘは、図１で示した記録ヘッド１０１～１０４それぞれにお
いて、ｘ方向に配列する複数のノズルを、４ノズルからなるノズル群に分けたときの各ノ
ズル群に対応する画像データを補正する際の処理単位を示している。そして、デバイス色
画像データＤ［Ｘ］は、処理単位Ｘに対応する４ノズルで記録するべき４ノズルそれぞれ
に対応した画像データである。
【００５３】
　図９（ａ）は、処理単位ごとの対応するノズル群を示している。これらノズル群ごとに
、その処理単位の画像データに対してＨＳ処理を行うための、補正パラメータとしての一
次元ルックアップテーブルが割り当てられている。
【００５４】
　図９（ｂ）は、上述したステップＳ５０２で記録された測定用画像の記録状態を説明す
る図である。それぞれのノズル群に対応した単位領域（以下、「エリア」ともいう）は、
ＨＳ処理の処理単位Ｘに対応付けられている。図９（ｂ）に示す例は、ノズルのうち、第
２エリア１０１２に対応する第２ノズル群１０１２の４つのノズルが標準より多い吐出量
である例を示している。その結果、吐出量が標準より多いノズルを含む第２エリアの濃度
が他のエリアの標準的な濃度より高い測定用画像が記録される。
【００５５】
　再び図８（ａ）を参照すると、次のステップＳ５０３では、ステップＳ５０２で記録媒
体１０６に記録された測定用画像の濃度をスキャナ１０７で測定し、エリア［Ｘ］ごとの
濃度情報Ｂ［Ｘ］を得る。本実施形態において、スキャナの解像度すなわちスキャナに配
列する読み取り素子の配列ピッチは特に限定されるものではない。記録ヘッドの記録解像
度２４００ｄｐｉより高解像であってもよいし低解像であっても良い。また、スキャナ１
０７は、図１で示したように、必ずしも記録ヘッドと同様のフルラインタイプでなく、図
１のｘ方向に移動しながら所定の周期で側色を行うシリアルタイプのものであっても良い
。また、プリンタとは別体に用意されているスキャナであっても構わない。この場合、例
えば、スキャナとプリンタを信号接続しスキャナから測定結果を自動的に入力するように
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してもよい。さらに、濃度情報Ｂ［Ｘ］は、必ずしもＲＧＢ情報でなくてもよく、例えば
、測色器で測定したＬ*ａ*ｂ*等、いずれの形式であってもよい。どのような形態でどの
ような解像度で測色を行うにせよ、平均化などの様々な処理を施すことによって、４ノズ
ル分に相当するエリアの測色結果Ｂ［Ｘ］が適切に得られれば、本実施形態に適用するこ
とができる。このように、デバイス色画像データＤ［Ｘ］が測定用画像として記録媒体に
記録され、図１に示した記録ヘッド１０１により記録される。そして、スキャナ１０７に
よって、各ノズル群（本実施形態では４ノズル）に対応したエリア（単位領域）ごとに、
濃度情報Ｂ［Ｘ］が取得される。ちなみに、記録ヘッド１０１はブラックインクを吐出す
る記録ヘッドであり、そのデバイス色画像データＤ［Ｘ］を（Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ）＝（０，
０，０，２５５）とすれば、ブラックインクのみを吐出した測定用画像となる。
【００５６】
　以下、第１エリアに対応する処理単位をＸ＝１、第２エリアに対応する処理単位をＸ＝
２で特定し、また、第１エリアの濃度情報をＢ［１］＝（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１）、第２エリ
アの濃度情報をＢ［２］＝（Ｒ２，Ｇ２，Ｂ２）として説明する。
【００５７】
　ステップＳ５０４では、目標濃度Ａ＝（Ｒｔ，Ｇｔ，Ｂｔ）とステップＳ５０３で取得
した濃度色情報Ｂ［Ｘ］から、エリア［Ｘ］の濃度変動量Ｔ［Ｘ］を算出する。ここで、
目標濃度Ａは、例えばブラックインクの場合、（Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ）＝（０，０，０，０）
の信号を、本実施形態のプリンタで記録および測色した場合の目標となる測色値である。
実際には、標準吐出量のノズルを用いて記録した画像をスキャナ１０７で測色した結果と
することができる。
【００５８】
　本処理では、最初に、濃度色情報Ｂ［Ｘ］と目標濃度Ａの差分を濃度差分量Ｓ［Ｘ］と
し、その値を算出する。　
　　濃度差分量Ｓ［１］＝Ｂ［１］－Ａ＝（Ｒ１－Ｒｔ，Ｇ１－Ｇｔ，Ｂ１－Ｂｔ）
　　濃度差分量Ｓ［２］＝Ｂ［２］－Ａ＝（Ｒ２－Ｒｔ，Ｇ２－Ｇｔ，Ｂ２－Ｂｔ）
本実施形態において、第１エリアに対応する第１ノズル群（図９（ａ））は、標準吐出量
であるので、基本的にＲ１＝Ｒｔ、Ｇ１＝Ｇｔ、Ｂ１＝Ｂｔとなり、濃度差分量はＳ［１
］＝０となる。一方、第２エリアに対応するノズル群は、標準より大きな吐出量で記録さ
れるので、目標濃度Ａ（Ｒｔ，Ｇｔ，Ｂｔ）より値の小さい（濃度の高い）値が検出され
る。次に、この濃度差分量Ｓから濃度変動量Ｔを求める。これは、目標濃度（標準吐出量
）と比較した吐出量の変動量を相対的に表したものであり、標準吐出量からの増減割合で
示す。図１０は、各エリア［Ｘ］に対する濃度変動量Ｔ［Ｘ］の関係を示す図である。濃
度変動量Ｔの算出方法は、予め濃度差分量Ｓと濃度変動量Ｔの関係をテーブルデータ化し
ておきテーブル判定で求めてもよいし、例えば濃度差分量Ｓ［Ｘ］／目標濃度Ａのように
関数的に求めてもよい。
【００５９】
　再び図８（ａ）を参照すると、次に、ステップＳ５０５で、各エリア［Ｘ］の濃度変動
量Ｔ［Ｘ］から、吐出量レベル値Ｈ［Ｘ］を求める。本実施形態では、簡単に、濃度変動
量Ｔ［Ｘ］に対する閾値判定を行い、その結果に応じて吐出量レベル値Ｈ［Ｘ］を決定す
る。この閾値判定は、図１０に示すように、濃度変動量がどの範囲（・・・、０％～＋５
％、５％～＋１０％、・・・）に属するかに応じて吐出量レベル値Ｈ［Ｘ］を定めるもの
である。例えば、標準的な吐出量に比べて吐出量が＋２％のエリア［８］では、図１１に
示すように吐出量レベル値が３となる。次に、以上のように求めた吐出量レベル値Ｈ［Ｘ
］に基づいて、プリンタ１００のＲＡＭ３１２に、予め保持してある、吐出量に応じた複
数の一次元ルックアップテーブルの中から、一次元ルックアップテーブルを決定する。図
１１は、この決定された、各エリア［Ｘ］に対する吐出量レベル値Ｈ［Ｘ］の関係を示す
図である。例えば、図１０に示す例において、標準的な吐出量に比べて吐出量が＋２％の
エリア［８］では、図１１に示すように吐出量レベル値が３となる。そして、この吐出量
レベル値３に対応して、ＨＤＤ３０３に保持された３番目の一次元ルックアップテーブル
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を選択し、このテーブルをエリア［８］に適用する。ところで、濃度変動量Ｔ［Ｘ］から
エリアごとの一次元ルックアップテーブルを決定する方法は、上述した閾値判定だけでな
く、濃度変動量Ｔ［Ｘ］に応じて動的に作成してもよい。
【００６０】
　次に、ステップＳ５０６では、処理単位Ｘに対応するエリア［Ｘ］の吐出量レベル値Ｈ
［Ｘ］から決定された、処理単位Ｘごとの一次元ルックアップテーブルを、ＨＳ処理の補
正パラメータとし、これをＲＡＭ３１２に記憶する。
【００６１】
　図８（ｂ）は、図８（ａ）に示す処理で生成した補正パラメータを用いたＨＳ処理およ
びそれに基づく記録処理を示すフローチャートである。図７にて上述したように、ＨＳ処
理部４０５は、先ず、ステップＳ５０７で、処理単位Ｘごとにそれに対応する補正パラメ
ータを用いて、デバイス色画像データＤ［Ｘ］を補正し、補正後のデバイス色画像データ
Ｄ’［Ｘ］を生成する。詳しくは、デバイス色画像データＤ［Ｘ］における４つの画素そ
れぞれの画素値を、処理単位Ｘに対応する同じ補正パラメータで補正し、４つの画素の補
正後のそれぞれの画素値からなるデバイス色画像データＤ’［Ｘ］を得る。
【００６２】
　次に、ステップＳ５０８で、この画像データＤ’［Ｘ］の４つの画素の画素値に対して
、ＴＲＣ処理部４０６の処理および、量子化処理部４０７による、図１２以降で後述され
る、ディザマスクの切り替え処理を含む量子化処理を行い、出力部４０８で記録媒体１０
６に画像を記録する。なお、上例では、ＨＳの処理単位を４ノズルからなるノズル群に対
応するものとしたが、処理単位に対応するノズルの数は問わない。また、記録ヘッド全域
に渡って吐出量を判定した結果は、ＰＣ３０３のＨＤＤ３０３に格納しておく。これは、
後述する量子化処理の切り換えにおいて、参照するパラメータとなる。
【００６３】
　以上説明したＨＳ処理の補正パラメータの生成では、図６（ａ）に示したノズル群１０
１２の４つのノズル１０１２１～１０１２４の場合、図６（ｂ）の領域１０６２に示すよ
うに、ドット数が約半数に抑えられるようなパラメータが作成される。また、ノズル群１
０１１の４つのノズル１０１１１～１０１１４の場合、図６（ｂ）の領域１０６１に示す
ように、ドット数が変更されないようなパラメータが作成される。つまり、吐出量レベル
値が標準値に比べて大きいほど、記録媒体に記録するドット数は低減される。一方、吐出
量レベル値が標準値に比べて小さいほど、記録媒体に記録するドット数は増加される。
【００６４】
　以上説明したように、処理単位ＸごとにＨＳ処理を行うことにより、ドット数制御が行
われる。それにより、それぞれの処理単位に対応するエリア間で濃度はおおよそ一様にな
る。しかし、図６（ｂ）などで前述したように、エリア［Ｘ］ごとに、ドット配置パター
ンの空間周波数が異なることがある。その結果、そのエリア［Ｘ］間の周波数の差が周波
数むらとなって現れる。このドット配置パターンの差が大きいほど、周波数むらの視認性
が高まる。つまり、図１１において、吐出量レベル値Ｈ［Ｘ］のそれぞれの差分値が大き
いほど、周波数むらが大きくなる。
【００６５】
　以下に、本発明の一実施形態に係る、量子化処理の切り変えによって周波数むらを低減
する処理ついて説明する。最初に、図１１に示したエリア［Ｘ］の吐出量レベル値Ｈ［Ｘ
］から、吐出量のばらつき度合い（吐出量の差）を算出する。上述したように、この吐出
量のばらつき度合いが大きいと、記録媒体に記録される画像の周波数むらが視認されやす
くなり、逆にばらつき度合いが小さいと周波数むらは視認されにくくなる。
【００６６】
　本実施形態では、吐出量のばらつき度合いを、吐出量レベル値Ｈ［Ｘ］の最大値と最小
値との差分として定義する。図１１に示すような吐出量レベル値Ｈ［Ｘ］の分布では、最
大値が第３エリアの吐出量レベル値Ｈ［３］＝５であり、最小値が第４エリアの吐出量レ
ベル値Ｈ［４］＝１となる。従って、吐出量レベル値の差分値ΔＨは、
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　　吐出量レベル値の差分値ΔＨ＝｜Ｈ［３］－Ｈ［４］｜＝４
となる。この差分値が大きいほど、記録媒体に記録される画像のドット配置パターンが異
なる。一方、吐出量レベル値Ｈ［Ｘ］の最大値と最小値との差がない場合、すなわちΔＨ
＝０の場合、エリア［Ｘ］間の吐出量差はほぼ均一であり、ＨＳ処理を行っても周波数む
らは発生しにくい。
【００６７】
　なお、吐出量のばらつき度合いは、上述のように吐出量レベル値Ｈ［Ｘ］の最大値と最
小値の差分でもよいし、各エリア［Ｘ］ごとに隣接する吐出量レベル値Ｈ［Ｘ］の差分値
を総和した値と定義してもよい。また、比較する吐出量レベル値は隣接する値に限らず、
例えば、記録媒体に記録される画像において、任意の距離ごとに吐出量レベル値Ｈ［Ｘ］
を抽出し、その差分値を総和した値として定義してもよい。この任意の距離とは、例えば
人間の視覚特性を考慮した距離が一例として考えられる。人間の目には、およそ１．０ｃ
ｙｃｌｅ／ｍｍの空間周波数のむらが最も視認しやすい。これを考慮して、むらが最も視
認しやすい距離を設定し、その距離ごとの吐出量レベル値Ｈ［Ｘ］の差分値を取ってもよ
い。算出された吐出量のばらつき度合いは、プリンタ１００のＲＡＭ３１２に格納される
。
【００６８】
　量子化処理部４０７における量子化処理の切り換えは、以上説した吐出量のばらつき度
合いに応じて行う。具体的には、例えば、ＰＣ３００のＨＤＤ３０３から複数のディザマ
スクを予め読み出してこれらをプリンタ１００のＲＡＭ３１２に保持しておく。保持して
おく複数のディザマスクは、空間周波数の異なるマスクである。そして、吐出量のばらつ
き度合いに基づいて、周波数むらが最も低減される１つのディザマスクを選択する。ここ
で、ディザマスクの空間周波数とは、本実施形態では、８ビットの画像データの画素値で
ある階調値の範囲０～２５５の中央値１２８を入力したときに、ドットを記録する旨の２
値データ“１”を出力するそれぞれのディザ閾値の配置パターンの空間周波数と定義され
るものである。
【００６９】
　一般的に、空間周波数の高いディザマスクほど、それによって量子化された記録データ
に基づく記録画像は粒状性の低い高画質な画像となる。ところが、空間周波数の高いディ
ザマスクを用いると、ドット数またはそれらの配置が異なる２種類のドット配置パターン
がある場合、その空間周波数の差分値、すなわち粒状度の違いが大きくなる。一方、空間
周波数の低いディザマスクほど記録媒体に記録される画像の粒状性は高くなるが、ドット
数またはそれらの配置が異なる２種類のドット配置パターンがある場合、その粒状度の違
いは空間周波数の高いディザマスクを用いる場合に比べて小さくなる。
【００７０】
　以下に、このようなドット配置パターンの違いに起因した粒状度の違いが、空間周波数
の低いディザマスクほど小さくなる、という着想に基づいたディザマスクの切り換えにつ
いて説明する。以下の説明では、標準的な吐出量（吐出量差０％）に対して、吐出量が１
０％多いノズル群（最大吐出ノズル群）、吐出量が１０％少ないノズル群（最小吐出ノズ
ル群）を例に挙げる。そして、これらのうち２つのノズル群からなるドット配置パターン
の空間周波数の差を周波数むらとする。
【００７１】
　先ず、空間周波数の異なる複数のディザマスクを予め定め、これらをＲＡＭ３１２に格
納する。先ず、一例として、吐出量が標準的な場合のノズル群に対して、粒状度を最も低
くすることができるディザマスクＡを用意する。このディザマスクＡを基準とし、その閾
値配置パターンの空間周波数を所定量低くしたディザマスクをディザマスクＢとする。本
実施形態で用意するディザマスクは少なくとも２つ以上を用意する。ディザマスクＡを基
準に、さらに段階的に空間周波数を低くしていったものを、ディザマスクＣ、ディザマス
クＤとして複数用意することが望ましい。
【００７２】
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　次に、吐出量が異なる複数のノズル群を用意する。例えば、標準的なノズル群、最大吐
出量のノズル群、最小吐出量のノズル群ほか、吐出量が段階的に多くあることが望ましい
。
【００７３】
　そして、画像処理部４０２（図７）において、例えば、図８（ａ）にて前述したように
、ＨＳ処理４０５（図７）を実行せず、また、上記用意した複数のディザマスクを切り替
えて用いて量子化を行い、その結果に基づいて、上記複数のノズル群を用いて記録媒体に
画像をそれぞれ記録する。記録画像は、図８（ａ）にて前述したように、測定用画像が望
ましい。
【００７４】
　以上の処理によって、ディザマスクの個数とノズル群の個数を乗算した数の測定用画像
が記録される。そして、それぞれの測定用画像をスキャナ１０７で読み取り、読み取り結
果に基づいてディザマスクと吐出量との組み合わせごとの粒状度を算出する。この結果を
テーブルパラメータとして、プリンタ１００のＲＡＭ３１２に格納しておく。これにより
、ノズル群の吐出量が分かれば、各ディザマスクを用いた量子化による記録画像の粒状度
を得ることができる。
【００７５】
　さらに、本実施形態では、画質的に許容できる粒状度を予め調べておき、粒状度閾値を
作成しておく。これは、実際に様々な粒状度の画像を記録し、人間の視覚にどの粒状度ま
で許容できるか否かによって実験的に求めることができる。この粒状度閾値をＲＴｈとす
る。上述したディザマスクＡ～Ｄに対して、最大吐出量のノズル群と最小吐出量のノズル
群における粒状度をそれぞれ求め、これらと粒状度閾値ＲＴｈと比較する。そして、粒状
度が、粒状度閾値ＲＴｈを下回るディザマスクのみを、プリンタ１００のＲＡＭ３１２に
保持しておく。例えば、ディザマスクＡ、Ｂの粒状度は粒状度閾値ＲＴｈを下回り、ディ
ザマスクＣ、Ｄの粒状度が粒状度閾値ＲＴｈを上回る場合、ＲＡＭ３１２にはディザマス
クＡ、Ｂのみを保持する。これにより、吐出量が製造工程においてばらつく範囲内（＋１
０％～－１０％）であれば、ＲＡＭ３１２に格納されているディザマスクのいずれかを使
用することにより、記録される画像の粒状度は許容できる範囲内のものとなる。
【００７６】
　以上のように、ディザマスクと吐出量の組み合わせごとの粒状度を記載したテーブルパ
ラメータを保持することにより、画像を記録媒体に記録することなく、粒状度を求めるこ
とができる。
【００７７】
　次に、以上のようにして用意された複数のディザマスクの中から、周波数むらを低減す
る最適なディザマスクを選択する。先ず、予め人間の目に周波数むらとして視認できる閾
値の粒状度差を定めておく。これは、記録媒体に記録された異なる２つのドット配置パタ
ーンを用い、その粒状度差を算出する。このような粒状度差が異なる複数のドット配置パ
ターンの組についてそれらの粒状度差を求める。そして、粒状度差を順に変化させて行き
、周波数むらとして視認できる粒状度差の最小値を判定閾値ΔＲＴｈとする。このように
ΔＲＴｈは実験的に求めることが望ましいが、その方法は問わない。本実施形態では、Δ
ＲＴｈ＝３として以下に説明する。
【００７８】
　図１２は、吐出量レベル値が異なる２つのノズル群によって、空間周波数が異なる２つ
のディザマスクＡ、Ｂによって量子化された記録データに基づき、それぞれ記録されるド
ット配置パターンを説明する図である。ここでは、ディザマスクのサイズは１６×１６画
素（＝２５６画素）とし、量子化される画像データの画素値は総ての画素について「１２
８」である。また、ディザマスクＡは、上述したように高周波マスクで、ディザマスクＢ
がディザマスクＡに比べて低周波のマスクである。画素値が「１２８」の画像データの入
力に対して、吐出量が標準的な場合のノズル群についてはＨＳ処理で補正がなされずにそ
のままの、画素値が「１２８」の画像データが出力される。この画像データに対する量子



(17) JP 6016588 B2 2016.10.26

10

20

30

40

50

化において、吐出量が標準的な場合のノズル群に対して最も粒状度を低くできるディザマ
スクＡと、それより周波数が低いディザマスクＢを用いると、それぞれ図１２（ａ）、（
ｂ）に示すドット配置パターンが得られる。これらの図を比較して明らかなように、ディ
ザマスクＡで形成されるドット配置パターンの方が、ディザマスクＢのそれに比べて、空
間周波数は高くなる。また、同じ画素値が「１２８」の画像データの入力に対して、吐出
量が最大吐出量レベルのノズル群についてはＨＳ処理で画素値が小さくされる補正がなさ
れて、画素値が「１１５」の画像データが出力される。この画像データに対する量子化に
おいて、同じく、ディザマスクＡとディザマスクＢを用いると、それぞれ図１２（ｃ）、
（ｄ）に示すドット配置パターンが得られる。
【００７９】
　上記で比較される２つのノズル群の吐出量は、図１０に示すように、０％と＋１０％で
あるため、言い換えれば１０％の吐出量差がある。標準吐出レベルのノズル群が１２８ド
ット打つ場合、記録媒体に記録される濃度とドット数が比例関係にあると仮定すると、Ｈ
Ｓ処理によって、最大吐出レベルのノズル群に対応する画素値「１２８」は、９０％の画
素値「１１５」に補正される。そして、その補正された画像データディザマスクを用いて
量子化されそれに基づいて記録が行われる。この場合の、ディザマスクＡ、Ｂで形成され
るドットの配置パターンは、それぞれ図１２（ｃ）、（ｄ）に示すものとなる。
【００８０】
　図１３（ａ）および（ｂ）は、上記で示した標準吐出量レベルと最大吐出量レベルにお
ける、ドット配置パターンの空間周波数特性を説明する図である。これらの図の横軸はド
ット配置パターンの空間周波数、縦軸はその周波数成分（スペクトル）を示している。図
１３（ａ）はディザマスクＡを、図１３（ｂ）はディザマスクＢをそれぞれ用いる場合の
周波数特性を示している。また、図１３（ａ）および（ｂ）において、標準吐出量レベル
の周波数特性が実線で示され、最大吐出量レベルの周波数特性が点線で示されている。さ
らに、これらの図において、スペクトルが現れる周波数、すなわち、ドット配置パターン
の空間周波数をそれぞれｆＡ１１５、ｆＡ１２８で示されている。
【００８１】
　図１３（ａ）および（ｂ）において、ディザマスクＡとディザマスクＢによる特性を最
大吐出量レベルにおいて比較すると、ディザマスクＡの方が高周波であるため、ｆＡ１１
５＞ｆＢ１１５である。また、標準吐出量レベルにおいて比較しても、ディザマスクＡの
方が空間周波数は高く、ｆＡ１２８＞ｆＢ１２８の関係である。
【００８２】
　ところで、一般にディザマスクは、それによって形成されるドット配置パターンが、ド
ット数が０から２５５まで増えるに従い、その空間周波数も一様に上がり、およそ中間階
調において最も高周波になるよう設計される。それに従えば、高周波数のディザマスクほ
ど、ドット数の変化による空間周波数の差Δｆが大きくなる。ドット数が１２８ドットと
１１５ドットでの、ディザマスクＡ、Ｂの空間周波数の差をそれぞれΔｆＡ、ΔｆＢとす
ると、
　　ΔｆＡ＝ｆＡ１２８－ｆＡ１１５
　　ΔｆＢ＝ｆＢ１２８－ｆＢ１１５
となり、図１３（ａ）および（ｂ）に示すように、ΔｆＡ＞ΔｆＢとなる。
【００８３】
　すなわち、空間周波数が低いディザマスクＢの方が、ドット数ないしドット配置パター
ンが変化した場合の、ドット配置パターン間の周波数差は小さくなる。換言すれば、空間
周波数が低いディザマスクを用いることによって、異なるドット配置パターンの空間周波
数の差を低減することができる。このように、吐出量差が大きいほど、空間周波数の低い
ディザマスクを使用することにより、粒状度差、すなわち周波数むらを低減することがで
きる。
【００８４】
　図１１に示すように、エリア［Ｘ］ごとに吐出量レベル値が決定され、これに基づいて



(18) JP 6016588 B2 2016.10.26

10

20

30

40

50

、デバイス画像データの階調値に対してディザマスクＡ、Ｂで量子化処理した場合のドッ
トの数、すなわちドット配置パターンを求めることができる。その結果、ディザマスクご
とにエリア［Ｘ］における粒状度を決定することができる。
【００８５】
　図１４は、図１１に示すエリア［Ｘ］ごとの吐出量レベルから求めた、ディザマスクＡ
とディザマスクＢで量子化した場合の粒状度差を示す図である。ディザマスクＡを用いた
場合の、エリア［Ｘ］における粒状度をＲａ［Ｘ］とし、隣接するエリア間の粒状度差を
ΔＲａ［Ｘ］とするとき、以下のように粒状度差を求めることができる。　
　　粒状度差ΔＲａ［Ｘ］＝｜Ｒａ［Ｘ］－Ｒａ［Ｘ－１］｜
図において、このディザマスクＡを用いた場合の粒状度差は黒丸で示されている。ディザ
マスクＢにおける粒状度差ΔＲｂ［Ｘ］も、同様に求めることができ、図において、ディ
ザマスクＢを用いた場合の粒状度差は白丸で示されている。
【００８６】
　図１４に示すディザマスクＡを用いた場合の例において、ΔＲａ［Ｘ］が最も大きいの
は、第２エリアと第３エリアとの間の粒状度差ΔＲａ［２］と、第３エリアと第４エリア
との間の粒状度差ΔＲａ［３］であり、その値は４である。一方、ディザマスクＡを用い
た場合の粒状度差ΔＲｂ［Ｘ］が最も大きい位置は、ディザマスクＡと同様にＸ＝２とＸ
＝３であるが、その値は２である。
【００８７】
　ここで、上述したように、粒状度差の視認限界ΔＲＴｈを本実施形態ではΔＲＴｈ＝３
としている。図１４において、ΔＲａ［Ｘ］の最大値は４であり、ΔＲＴｈを超える。つ
まり、図１１に示す例の吐出量レベルにおいてディザマスクＡを使用すると、第２エリア
と第３エリアの間で周波数むらが視認されることになる。一方、ディザマスクＢに係るΔ
Ｒｂ［Ｘ］の最大値は２であるため、総てのエリアに渡ってΔＲＴｈを超えるエリアが存
在しない。すなわち、視認される周波数むらが生じないことになる。また、ディザマスク
Ｂは、図１１に示す吐出量レベルにおいて、予め定めた画質的に許容できる粒状度閾値を
下回っているので、ディザマスクＢを使用することにより、粒状度を許容しつつ周波数む
らを視認限界以下に低減することができる。
【００８８】
　図１５は、以上説明した、周波数むらを低減するディザマスクを選択する処理を示すフ
ローチャートである。先ず、ステップＳ６０２で、ＰＣ３００のＨＤＤ３０３から読み出
してＲＡＭ３１２に保持している複数のディザマスクの中から最も空間周波数の高い１つ
のディザマスクを選択する。次に、ステップＳ６０３で、選択されたディザマスクと、エ
リアごとの吐出量レベル値Ｔ［Ｘ］とから、上述したテーブルを参照して、粒状度Ｒ［Ｘ
］を求める。さらに、ステップＳ６０４で、隣接する各エリア間の粒状度差ΔＲ［Ｘ］を
エリア全域にわたって算出する。
【００８９】
　ステップＳ６０５では、ステップＳ６０４で求めた粒状度ΔＲ［Ｘ］の中の最大値を求
め、この最大粒状度差と判定閾値ΔＲＴｈと比較する。ΔＲ［Ｘ］の最大値が閾値ΔＲＴ
ｈを下回れば、選択しているディザマスクを使用することを決定し、処理を終了する。一
方、ΔＲ［Ｘ］の最大値が閾値ΔＲＴｈ以上のときは、ステップＳ６０６で、選択してい
るディザマスクより空間周波数が低いディザマスクがＲＡＭ３１２にあるか否かを判定す
る。ないときは、選択しているディザマスクを使用することを決定し、処理を終了する。
空間周波数がより低いディザマスクがあるときは、ステップＳ６０７で、選択中のディザ
マスクより空間周波数が１段階低いディザマスクを選択する。そして、ステップＳ６０３
に戻り、新しく選択されたディザマスクについて上記処理を繰り返す。
【００９０】
　以上の処理によって、粒状度が許容できる複数のディザマスクの中から、周波数むらが
視認限界を下回る中で画像を記録できるディザマスクを決定することができる。その結果
、決定されたディザマスクを量子化処理部４０７で使用することにより、ＨＳ処理４０５
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を行ったことにより発生する周波数むらを、粒状度の許容範囲内で低減することができる
。
【００９１】
　以上のように、ディザマスクと吐出量レベル値Ｈ［Ｘ］の組み合わせから粒状度を算出
するテーブルパラメータを予め保持しておき、最大吐出量レベル値での粒状度と最小吐出
量レベル値での粒状度の差分値ΔＲから最適なディザマスクを選択する方法について述べ
た。本実施形態では、ΔＲ［Ｘ］を算出する際に、隣接したエリア間で差分を取ったが、
上述したように人間の視覚特性を考慮し、例えば記録媒体上で１．０ｃｙｃｌｅ／ｍｍの
間隔で差分を取ってもよい。本発明では、ディザマスクを用いて説明を行ったが、それに
限らず、誤差拡散法などの他の疑似中間調処理を用いてもよい。さらには、粒状度の差分
ではなく、最大吐出量レベル値での粒状度と最小吐出量レベル値での粒状度の比率を用い
てもよい。
【００９２】
　なお、本実施形態において、記録ヘッドの吐出量が標準（０％）に比べて＋１０％～－
１０％の範囲でばらつくプリントシステムＡ、＋１６％～－１６％の範囲でばらつくプリ
ントシステムＢを想定し、粒状度のシミュレートを行った。まず、空間周波数が異なる４
つのディザマスクＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ（２５６×２５６画素）を用意する。ディザマスクＡと
は一般的に知られるブルーノイズマスクであり、その空間周波数に対して、空間周波数を
３．１２５％下げたマスクをディザマスクＢ、６．２５％下げたマスクをディザマスクＣ
、９．３７５％下げたマスクをディザマスクＤとする。それらを用いて、吐出量が＋１０
％のノズル群と＋１６％のノズル群における、それぞれの粒状度Ｒを算出した。その結果
を図１６に示す。ここで、入力されるインク信号値は１６０（８ｂｉｔ）とした。本実験
では、許容できる粒状度閾値をＲＴｈが１．００になるよう、算出された粒状度を規格化
している。図１６から分かるように、ディザマスクＡは高画質な高周波マスクのため、吐
出量が標準（０％）から最大吐出量＋１６％までばらついても、その粒状度Ｒは全て許容
できる範囲内にある。また、ディザマスクＢも粒状度Ｒは全て許容できる。一方、ディザ
マスクＣまで空間周波数が下がると、標準吐出量（０％）のヘッドでは粒状度Ｒが許容で
きるものの、＋１０％ではその粒状度Ｒが許容限界ＲＴｈを超えてしまう。図１６より、
プリントシステムＡ、Ｂにおいては、ディザマスクＡ、Ｂを使用する限りでは、それらの
粒状度は許容できるが、ディザマスクＣ以上に空間周波数が下がるマスクでは、使用でき
ないことが言える。
【００９３】
　次に、図１７に、上記４つのディザマスクにおける、プリントシステムＡとＢの粒状度
差ΔＲとの関係を示す。図中の実線は、プリントシステムＡにおいて標準吐出量（０％）
と最大吐出量（＋１０％）の粒状度差ΔＲを、図中の破線は、プリントシステムＢにおい
て標準吐出量（０％）と最大吐出量（＋１６％）の粒状度差ΔＲをそれぞれ表す。ここで
、許容できる粒状度差ΔＲＴｈを図中に示す値（０．１５）とする。この値は経験的に求
めればよい。全てのディザマスクにおいて、吐出量差が１６％の粒状度差の方が、１０％
の粒状度差より値が大きくなっている。これは前述したとおり、吐出量の差が大きい方が
、記録媒体上で視認される粒状度の差も大きくなってしまうことを示している。図１７か
ら、ディザマスクＡにおける吐出量１６％の粒状度差が、許容できる粒状度差ΔＲＴｈを
上回ってしまうことが分かる。すなわち、標準吐出量のヘッドと最大吐出量＋１６％のヘ
ッドが隣接した場合、ディザマスクＡを使用すると、周波数むらが目立ってしまうと言え
る。
【００９４】
　ディザマスクを指定する場合、図１６に示す許容できる粒状度ＲＴｈと、図１７に示す
許容できる粒状度差ΔＲＴｈの両方を満たさなければ、プリントシステムで使用すること
はできない。上記２つの図より、プリントシステムＡにおいては、ディザマスクＡとＢを
使用することができる。ただし、ディザマスクＡの方が高画質な高周波マスクのため、こ
の場合はディザマスクＡを用いることが望ましい。一方、プリントシステムＢの場合、デ
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ィザマスクＡを使用すると、許容できる粒状度差ΔＲＴｈを超えてしまう。すなわち周波
数むらが視認されてしまうことになる。この場合はディザマスクＢを使用することにより
、ＲＴｈ、ΔＲＴｈともに満たすことができる。
【００９５】
　図１８および図１９は、プリントシステムＡにおける吐出量が－１０％、プリントシス
テムＢにおける吐出量が－１６％の場合を示す図である。吐出量が標準より減少する記録
ヘッドを用いても、上記と定性的に同様のことが言える。
【００９６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、複数ノズルを用いて画像を記録する際に、
複数のノズル間の吐出特性のばらつきをＨＳ処理にて補正したことに起因するドット配置
パターンの違い、すなわち周波数むらを低減することが可能となる。すなわち、この周波
数むらを低減するために、ノズル間の吐出特性から粒状度を算出し、隣接するエリア間の
粒状度差を求める。この粒状度差に応じて、予め保持した複数の量子化処理の中から１つ
を選択し、量子化処理を行う。これにより、従来のＨＳ処理では解決できなかった、周波
数むらを低減することができる。高画質化を図る上では、単位領域は１ノズルに対応する
領域であることが望ましいが、処理速度やメモリ容量を考慮して適宜領域を設定すること
が可能である。
【００９７】
　また、以上では、ＨＳ処理の処理単位に対応するノズル群の４つのノズルが総て同じ吐
出量である場合を例に説明したが、１つのノズル群の中で各ノズルの吐出特性がまちまち
であることは十分あり得る。このような場合であっても、同一エリアにおける平均の粒状
度を取得し、それに基づく色差を４つのノズルの全てによって補正するような変換処理を
行えば、上述した効果を得ることができる。
【００９８】
　また、周波数むらを低減できるディザマスクを複数保持することは、記録ヘッドの製造
工程によって発生する吐出量のばらつきの制限値（本実施形態では＋１０％～－１０％）
を上げることも可能になる。図１６、１７を用いて説明する。仮にディザマスクＡしか持
たないプリントシステムの場合、図１７に示すように吐出量のばらつきが＋１０％生じる
記録ヘッドを使用する限りにおいては、粒状度差ΔＲはΔＲＴｈを下回り、周波数むらを
発生させることなく画像を記録することができる。一方、吐出量のばらつきが＋１６％生
じる記録ヘッドになると、粒状度差ΔＲがΔＲＴｈを上回ってしまう。この場合、プリン
トシステムにディザマスクＡしか所持していないと、吐出量のばらつきが＋１６％～－１
６％の記録ヘッドは、粒状度の最大値がたとえ許容できる粒状度（ＲＴｈ）を下回ってい
ても、使用できないことになる。ところが、図１７のようにディザマスクＢを持つことに
より、たとえ吐出量のばらつきが＋１６％％生じる記録ヘッドであっても、許容できる粒
状度（ＲＴｈ）を満たしつつ粒状度差ΔＲをΔＲＴｈ以下に抑えることができる。つまり
、空間周波数の異なるディザマスクを複数持つことで、従来に比べて記録ヘッドの製造工
程における吐出量のばらつきの制限値を上げることが可能となる。
【００９９】
　（第２実施形態）
　上述した第１の実施形態では、エリア［Ｘ］ごとの粒状度Ｒ［Ｘ］を求める際に、予め
作成したテーブルパラメータを参照する例について説明した。本実施形態では、任意のデ
ィザマスクを選択し、測定用画像を記録媒体に記録し、それをスキャナで読み取り、その
読み取り結果からエリア［Ｘ］ごとの粒状度Ｒ［Ｘ］を求める例に関するものである。
【０１００】
　図２０は、本実施形態に係るディザマスクを選択する処理を示すフローチャートである
。先ず、ステップＳ７０２で、ＨＳ処理４０５を行い、その処理単位に対応するノズル群
の吐出特性に応じて画像データの補正を行う。次に、ステップＳ７０３で、ＰＣ３００の
ＨＤＤ３０３から読み出してＲＡＭ３１２に保持している複数のディザマスクの中から最
も空間周波数の高い１つを選択し、画像処理アクセラレータ３１６に設定する。そして、
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ステップＳ７０４で、ＴＲＣ処理４０６と、選択しているディザマスクによる量子化処理
４０７を行い、記録媒体に画像を記録する。
【０１０１】
　次に、ステップＳ７０５で、記録された画像をスキャナで読み取り、エリアごとに粒状
度Ｒ［Ｘ］を算出する。さらに、ステップＳ７０６で、隣接する各エリア間の粒状度差Δ
Ｒ［Ｘ］をエリア全域に渡って算出する。
【０１０２】
　ステップＳ７０７では、以上のように求めた粒状度差ΔＲ［Ｘ］の最大値を求め、閾値
ΔＲＴｈと比較する。粒状度差ΔＲ［Ｘ］の最大値がΔＲＴｈを下回れば、選択している
ディザマスクを使用することを決定し、処理を終了する。粒状度差ΔＲ［Ｘ］の最大値が
ΔＲＴｈ以下であるときは、ステップＳ７０８で、選択しているディザマスクより空間周
波数が低いディザマスクがＲＡＭ３１２にあるか否かを判定する。ないときは、選択して
いるディザマスクを使用することを決定し、本処理を終了する。より空間周波数が低いデ
ィザマスクがあるときは、ステップＳ７０９で、選択しているディザマスクより空間周波
数が１段階低いディザマスクを選択し、画像処理アクセラレータ３１６に設定する。続い
て再びステップＳ７０４に戻り、新しく選択されたディザマスクにて上記処理を繰り返す
。
【０１０３】
　以上の処理によれば、粒状度が許容できる複数のディザマスクの中から、周波数むらが
視認限界を下回る中で画像を記録できるディザマスクを決定することができる。その結果
、決定されたディザマスクを量子化処理部４０７で使用することにより、ＨＳ処理４０５
を行ったことにより発生する周波数むらを、粒状度の許容範囲内で最小に低減することが
できる。
【０１０４】
　以上のように、ＨＳ処理を行って記録媒体に記録された画像をスキャナ１０７で読み取
って粒状度を算出し、使用可能なディザマスクを判定する形態について説明した。この形
態では、記録媒体から直接粒状度を測定するので、プリントシステムの個体誤差に左右さ
れず、第１の実施形態と比べてより精度の高い粒状度判定を行うことができる。本実施形
態では、ΔＲ［Ｘ］を算出する際に、隣接したエリア間で差分を取ったが、上述したよう
に人間の視覚特性を考慮し、例えば記録媒体上で１．０ｃｙｃｌｅ／ｍｍの間隔で差分を
取ってもよい。本発明では、ディザマスクを用いて説明を行ったが、それに限らず、誤差
拡散法などの他の疑似中間調処理を用いてもよい。
【０１０５】
　（第３実施形態）
　上記第１の実施形態では、ディザマスクの切り換えに用いる粒状度差の閾値ΔＲＴｈを
、予め定めた一意の値とするものである。そして、どの吐出量レベル値、どの空間周波数
においても常時ΔＲＴｈを用いて判定を行う形態に関するものである。本実施形態は、こ
の閾値判定に用いる粒状度差ΔＲＴｈを、吐出量レベル値と空間周波数の２つの要因によ
って求める形態に関するものである。
【０１０６】
　ドットサイズが人間の視覚的に十分無視できるほど小さい場合は、粒状度差を判定する
処理（図１５のステップＳ６０５）において一意に判定閾値ΔＲＴｈを設定することがで
きる。しかし、ドットサイズが大きくなるにつれて視認しやすくなり、その粒状性が高ま
る。このため、ドットサイズが粒状度に大きく影響を及ぼすほどになると、それに応じて
判定閾値ΔＲＴｈを変化させることが望ましい。本実施形態では、ドットサイズを吐出量
レベル値を用いて判定する。すなわち、ドットサイズが大きくなるほど、吐出量レベル値
が上がるため、吐出量レベル値が大きくなるほどΔＲＴｈの値を小さくする。このΔＲＴ
ｈの設定は、製造工程の吐出量のばらつき範囲内において、実験的に求めてもよいし、Ｒ
ＭＳ粒状度など一般に知られた粒状度算出方法を用いて求めてもよい。
【０１０７】
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　一方、ディザマスクによって形成されるドット配置パターンも、その空間周波数によっ
て上記同様に判定閾値ΔＲＴｈを変えることが望ましい。例えば、ドットが密集した配置
パターン、すなわちドット配置パターンが低周波である場合、ドット同士が近づくために
それが大きなドットとして視認されやすくなる。つまり、粒状性が高まることになる。そ
のため、粒状度差を判定する処理（図１５のステップＳ６０５）では、ドット配置パター
ンの空間周波数が低いほど、判定閾値ΔＲＴｈの値を大きくする。ドット配置パターンの
空間周波数が少しでも低くなれば、粒状性が目立ってしまうので、次のディザマスクに切
り換えやすくすることが望ましい。逆に、ドット配置パターンの空間周波数が高いほど、
判定閾値ΔＲＴｈの値を小さくする。空間周波数が高いほど粒状性は目立ちにくく、従っ
てディザマスクを切り換える頻度を下げればよい。すなわちΔＲＴｈの値を大きくすれば
よい。これにより、粒状度差を判定する処理（図１５のステップＳ６０５）の工程数を減
らすことができ、また用意する空間周波数の高いディザマスクの数を減らすこともできる
。具体的な方法としては、ディザマスクごとに、入力される画素値とドット配置パターン
の空間周波数の関係を、テーブルデータとして保持しておく。これは予め実験的に作成す
ることができる。使用するディザマスクと入力される画素値から、テーブルパラメータを
参照してドット配置パターンの空間周波数を求める。
【０１０８】
　以上、吐出量レベル値とドット配置パターンの空間周波数の２つの変数によって、粒状
度差の判定閾値ΔＲＴｈを決定する形態について説明した。図２１は、この２つの変数と
判定閾値ΔＲＴｈとの関係を示す図である。同図において、縦方向に吐出量レベル値、横
方向にドット配置パターンの空間周波数を記す。表中のΔＲＴｈの数値は、図１７に示し
たのと同様に、規格化した数値を示している。吐出量レベル値が上がるほど（図の下へ行
くほど）ΔＲＴｈは小さくなる。これは、ドットサイズが大きくなるにつれて粒状性が目
立ちやすくなるため、より最適なディザマスクに切り換えやすくするためである。一方、
ドット配置パターンの空間周波数が上がるほど（図の右へ行くほど）ΔＲＴｈは大きくな
る。空間周波数が高くなるにつれて粒状性が低下するので、必要以上にディザマスクを切
り換えなくて済むよう設定される。
【０１０９】
　また、記録ヘッドの特性やプリントシステムの容量などに応じて、吐出量レベル値とド
ット配置パターンの空間周波数のうち、いずれか一つだけでΔＲＴｈを決定しても構わな
い。ＨＳ処理を行う際のディザマスクに応じて、ΔＲＴｈを変えてもよい。
【０１１０】
　（第４実施形態）
　上記第１実施形態では、図２にて説明したような複数の吐出基板１０１１～１０１３が
ノズル配列方向に隣接して配置されている記録ヘッドを用いる形態に関するものである。
本実施形態では、図２２に示すように、複数の吐出基板が互い違いに配置されている記録
ヘッドを用いる形態に関する。この記録ヘッドは、吐出基板が１つおきにノズル配列垂直
方向にずれていて、隣同士の吐出基板が一定の幅だけ重複した場所に配置された構造とな
っている。図２２では、吐出基板１０１１の右端と吐出量基板１０１２の左端がノズル群
（４ノズル）２つ分重複している。重複するノズル群の数は本実施形態では問わない。
【０１１１】
　図２３（ａ）は、図２２の記録ヘッドの重複部分を拡大した図である。吐出基板１０１
１のノズル群１０１１２と、吐出基板１０１２のノズル群１０１２１が重複し、ノズル群
１０１１３とノズル群１０１２２が重複する構造となる。このような記録ヘッドの構造で
は、インクの吐出量の組み合わせ比率を、図２３（ｂ）に示すようにすることが望ましい
。単位面積あたり１２ドット記録する画素値が入力された場合を想定する。吐出基板１０
１１において、ノズル群１０１１１は１２ドットを記録する。ノズル群１０１１２は１２
ドットの２／３倍、すなわち８ドットを記録する。この場合、例えば１ノズルにつき２ド
ット記録すればよい。ノズル群１０１１３は１２ドットの１／３倍、すなわち４ドットを
記録する。この場合、例えば１ノズルにつき１ドット記録すればよい。一方、吐出基板１
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０１２においては、ノズル群１０１２１は１２ドットの１／３倍、すなわち４ドットを記
録する。ノズル群１０１２２は１２ドットの２／３倍、すなわち８ドットを記録する。ノ
ズル群１０１２３は１２ドットを記録する。こうして、ノズル群ごとの組み合わせ比率を
変えることで、各エリアでは全て１２ドットが記録されることになる。
【０１１２】
　ところが、ノズル群１０１１２と１０１２１でドットサイズが異なる場合、ＨＳ処理に
よって、第２エリア（Ｘ＝２）では、記録されるドット配置パターン内でサイズの異なる
ドットが点在することになる。つまり、第１の実施形態と比べて、ノズル群が重複するエ
リア［Ｘ］の粒状度は高くなる。そのため、図２３（ａ）の重複するエリア［Ｘ］に対し
ては、第１の実施形態で用いた粒状度判定と異なるテーブルパラメータで粒状度を判定す
る。１つの例としては、ノズル群１０１１２の吐出量を隣接するノズル群１０１１１の吐
出量と略同一とみなし、ドット配置パターンにおいてノズル群１０１１１の吐出量のドッ
トが全体の２／３ドット記録されると仮定する。一方、ノズル群１０１２１の吐出量を、
ノズル群が重複しない最も近いノズル群１０１２３の吐出量と略同一とみなし、ドット配
置パターンにおいてノズル群１０１２１の吐出量のドットが全体の１／３ドット記録され
ると仮定する。予め、それぞれの吐出量レベル値と、それぞれの組み合わせ比率との関係
をテーブルパラメータとして保持しておき、それを参照することで、粒状度をより精度よ
く求めることができる。記録ヘッドの製造工程において、同一の吐出基板内の隣接するノ
ズル群間の吐出量ばらつきより、異なる吐出基板同士の吐出量ばらつきの方が、一般的に
大きいため、こうした処理方法を取ることが望ましい。また、別の例として、第２の実施
形態に記載したように、ＨＳ処理を行って記録媒体に記録された画像をスキャナ１０７で
読み取って粒状度を算出することで、吐出量レベル値からテーブルパラメータを参照して
粒状度を推定するより、同様の結果が得られる。
【０１１３】
　さらには、粒状度差を判定する処理においても、ノズル群が重複するエリアと重複しな
いエリアとで、異なる判定処理を行うこともできる。一例として、重複するエリアに対し
ては、第３の実施形態に記載したように、吐出量レベル値とドット配置パターンの空間周
波数の２つの変数によって得られた粒状度差の判定閾値ΔＲＴｈを用いてもよい。図２１
に示すテーブルパラメータを、上述した組み合わせ比率ごとに作成する方法が考えられる
。
【０１１４】
　なお、各吐出基板において、吐出量のばらつきがドット配置パターンの粒状度に影響を
及ぼさない範囲であれば、図２２に示す記録ヘッドにおける粒状度判定ならびに粒状度差
判定は、第１の実施形態の記録ヘッドを用いた場合と同様の処理を行ってもよい。
【０１１５】
　（他の実施形態）
　なお、これまで第１の実施形態～第４の実施形態を説明してきたが、それぞれの処理内
容についてはあくまで一例である。記録ヘッドの全長における周波数むらの低減が実現で
きる構成であれば、どのような構成をも用いることができる。本発明の実施形態では、複
数の量子化マスクの中から１つを選択したが、例えば、記録ヘッド全長においてエリアご
とにそれぞれ異なる量子化マスクを用いて量子化処理を行うことができれば、本発明が課
題とするような周波数むらは目立たなくなるため、必ずしも全てのエリアを１つの量子化
マスクで行わなくても良い。
【０１１６】
　また、以上の実施形態では、ノズル列をノズルの配列方向に複数に分割して複数のノズ
ル群とし、１ノズル群を４つのノズルとした。そして、１ノズル群によって規定される記
録媒体上の単位領域を１つのエリアとし、粒状度判定を行う最小単位として設定した。前
述したように本発明はこのような単位に限定されるものではなく、より多くのノズルで規
定される領域を一単位としてもよいし、１ノズルを１ノズル群としても構わない。更に、
個々のエリアに含まれるノズル数は必ずしも同数でなくても良く、個々のエリアに含まれ
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のノズル列において、記録媒体上の同じ領域を記録するノズル群の組みごとにそれぞれ変
換テーブルが対応していればよい。
【０１１７】
　また、本実施形態では、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの４色のインクを用い
る形態で説明したが、本発明はこれに限るものではなく、２色以上のインクを用いる形態
であればよい。例えば、前述の４色の他に、レッド、グリーン、ブルー、オレンジ、バイ
オレット、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレイ、ライトグレイのインクのうちのいず
れかを用いる形態であってもよい。
【０１１８】
　また、上記実施形態は、ディザマトリクスが２値化に用いられる形態に関するものであ
るが、本発明の適用はこの形態に限られない。例えば、２５６値の画像データを４値のデ
ータに量子化し、この４値のデータが示す各レベルに対応したドット配置パターンを用い
て２値化を行う形態であってよい。また、上述した実施形態は、インクジェット方式の記
録装置に関するものであるが、この形態に限られず、例えば熱転写などによってドットを
形成する方式の記録装置であってもよい。
【符号の説明】
【０１１９】
　１００　　プリンタ
　１０１～１０４　　記録ヘッド
　１０７　　スキャナ
　３１１　　ＣＰＵ
　３１２　　ＲＡＭ
　３１３　　ＲＯＭ
　３１８　　画像処理アクセラレータ
　３００　　ＰＣ
　３０３　　ＨＤＤ
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